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「フリーランス（個人事業者等）」の実態①

○ 各種調査では、フリーランス（個人事業者等）は３００万人～５００万人いると推測されている。

参考：日本の中学校の生徒数：約３２０万人 在留外国人数：約３１０万人
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「フリーランス（個人事業者等）」の実態②

○ フリーランス（個人事業者等）は、様々な分野で活躍しており、その実態はつかみきれていない。
※分野をまたがる「兼業・副業」、「労働」との行き来などもある
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「フリーランス（個人事業者等）」の安全衛生上の課題

＜労働者と特別加入者の災害発生率＞令和２年度

業種 ①死亡者数

②休業４

日以上

（死亡せ

ず）

③合計

（＝①＋

②）

④労働者数

（万人）

⑤１万人あ

たりの災害

発生率（＝

③/④）

林業 35 1070 1105 5 221.0

建設業 260 11835 12095 334 36.2

製造業 142 20434 20576 953 21.6

運輸業（交通運輸事業、貨物取扱事業） 140 17802 17942 264 70.6

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 100 22453 22553 1241 18.2

農業 17 1391 1408 48 29.3

その他の各種事業 96 29088 29184

業種 ⑥死亡者数

⑦休業４

日以上

（死亡せ

ず）

⑧合計

（＝⑥＋

⑦）

⑨特別加

入者数

⑩１万人あ

たりの災害

発生率（＝

⑧/⑨）

⑪死亡者数

⑫休業４

日以上

（死亡せ

ず）

⑬合計

（＝⑪＋

⑫）

⑭特別加

入者数

⑮１万人あた

りの災害発生

率（＝⑬/

⑭）

林業 2 75 77 1831 420.5 0 27 27 3092 87.3

建設業 54 7588 7642 641496 119.1 35 2737 2772 455570 60.8

製造業 7 446 453 191483 23.7

運輸業（交通運輸事業、貨物取扱事業） 2 53 55 20820 26.4

個人タクシー、個人貨物運送業者 2 153 155 8794 176.3

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 7 541 548 169768 32.3

農業 6 193 199 26788 74.3

農業（特定農作業従事者） 12 513 525 65556 80.1

農業（指定農業機械作業従事者） 3 175 178 29934 59.5

その他の各種事業 3 238 241 181208 13.3

労働者

ー

一人親方、特定作業従事者 中小事業主等

○労災保険の特別加入者（任意加入）

の認定データとの比較では、業務
上災害の発生率は、
労働者の約３倍（建設業）

労働災害：36.2人
特別加入者：119.1人

※ １万人当たりの被災者数
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「フリーランス（個人事業者等）」の安全衛生上の課題

8

14

7 7
8

9 9

1

5

9

11

2 2
3 3

2

5
4

1

3

1
2

0

5

10

15

20

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02

件
数

年度 平成22年度から令和2年度（2010年4月～2021年3月）

脳心(n=88) 精神(n=28)

○ 特別加入者の過労死等では脳心事案が多い
（脳心は精神の約3倍、全過労死事案では逆、直近では精神が脳心より3倍多い）

○ 過去11年間では、2件から16件の間を推移している

過労死等防止対策
推進法成立(2014)

働き方改革
関連法成立(2018)
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「フリーランス（個人事業者等）」の法令上の位置付けは？

労働安全衛生法（抄）
（定義）
第二条
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使
用される者及び家事使用人を除く。）をいう

三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
（以下略）

労働基準法（抄）
（定義）
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所（以下「事業」とい
う。）に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（抄）
（定義）
第二条 この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次
の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監
事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。）がなく、かつ、
従業員を使用しないもの

（以下略）

労働安全衛生法上は、
「フリーランス」の定義なし

※ 安衛法制定後50年、明確
な保護対象ではなかった
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「フリーランス（個人事業者等）」の安全衛生は誰の責任か？

作業 作業

指揮
命令

発注

発注者

発注

事業者

労働者 フリーランス（個人事業者等）

「労働者」の
安全衛生確保は、
指揮命令する

「事業者」の義務

「事業者」
と

「労働者」
の側面をもつ

「フリーランス」
の安全衛生は誰が
確保すべき？

○ 同じような作業をする「労働者」と「フリーランス」の安全衛生は誰の責任で確保すべきか
○ フリーランス（個人事業者）は
①仕事を受けるときは「事業者」のような立場
②作業を行うときは「労働者」のような立場

「自分の身は自分で守る」だけで十分か
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建設アスベスト訴訟 最高裁判決

安衛法の規定とこれまでの考え方

○ 安衛法は、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的としており、これまでこの法律
により保護すべき対象は、事業者に雇用されている「労働者」と位置付け、運用してきた。

＜参考＞労働安全衛生法

(目的)

第１条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の
促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保する
とともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

最高裁の判断

○ 建設作業で石綿（アスベスト）にばく露し、肺がん等に罹患した元労働者や一人親方が、国を相手
取り、規制が十分であったかが争われた「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決において、石綿の規制
根拠である安衛法第22条は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との
判断がされた。

＜最高裁判決の論拠＞
・第１条の目的規定には、「快適な職場環境の形成を促進」とされており、その対象は労働者に限定していないこと。
・石綿等の有害物に対する措置を事業者に義務付けている第22条では、その保護対象を労働者に限定していないこと。

＜参考＞労働安全衛生法

第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

四 排気、排液または残さい物による健康障害 8



対策の検討に当たっての基本的な考え方

安衛法の規制体系と最高裁の判断

○ 労働安全衛生法は、労働災害を防止するため、直接の雇用関係のみを前提とする規制以外にも幾つかの規制（統括
管理、流通規制、機械等貸与者に対する規制等）を設けている。

※ 労働安全衛生法は労働者以外の者（個人事業者等）を普遍的に保護対象としているものではない。

○ 建設アスベスト訴訟最高裁判決では、石綿の規制根拠である安衛法第22条は、労働者だけでなく、同じ場所で働く
労働者でない者も保護する趣旨との判断がなされている。

事業者
（注文者）

労働者 労働者
個人
事業者

事業場

請負

事業者
（注文者）

労働者 労働者
個人
事業者

事業場

請負

個人事業者や出入業者（その他の作業者）等が
事業者（注文者）の事業場内で作業する場合

個人事業者に請負わせた仕事が、
事業者（注文者）の事業場外で行われる場合

○ 労働者と同じ場所で就労する者は、労働者以外の者であっても同じ安
全衛生水準を享受すべきであり、その実現のため以下の対策を講じる。

①作業場所を管理する者（事業者）が当該場所で就労する者を保護する

②労働者と同じ場所で就労する者（個人事業者、その他の作業者）は、
自身の安全衛生確保に加え、同じ場所で就労する者に危害が生じない
よう、必要な事項を実施する（上記①に対応した措置等）

○ 個人事業者が労働者とは異なる場所で就労する場合であっても、労働
者と同じ安全衛生水準を享受すべきであり、その実現のため以下の対策
を講じる。

①個人事業者自ら、作業に伴う安全衛生や自身の心身の健康を確保する

②注文した仕事に係る作業場所や作業方法から生ずる災害リスクを管理
することが可能である注文者が災害リスクに応じた措置を講ずる

※ 上記以外にも、安衛法の既存の枠組みの拡充（統括管理の対象拡大、機械等貸与者
による措置の対象機械拡大等）やガイドラインの策定も検討

上記を踏まえた対策の方向性

その他
作業者最高裁判決で示された判断に整合した内容

新たな観点（安衛法の枠組みを超えるため、ガイドライン等で推奨）

安衛法の既存の枠組み（発注者、注文者対策）で対応

作業場所

作業場所
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個人事業者等に対する安全衛生対策の在り方に関する検討会報告書（令和５年 1 0月）

１ 検討会の趣旨・開催状況

２ 個人事業者等を取り巻く安全衛生上の現状と課題

３ 個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討結果

３－１ 個人事業者等の業務上の災害の把握等

３－２ 個人事業者等の危険有害作業に係る災害を防止するための対策
（１）個人事業者等自身による措置やその実効性を確保するための仕組み

（２）注文者（発注者）による措置

※ うち、【注文者等による安全上の指示】は別途ガイドライン等で対応

（３）発注者以外の災害原因となるリスクを生み出す者等による措置

（４）個人事業者等に作業の一部を請け負わせる事業者による対策

３－３ 個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策

３－４ 個人事業者等や小規模事業者に対する支援

３－５ その他
（１）個人事業者等の特性を踏まえた対策の推進
（２）個人事業者等による労働基準監督署等への申告について

検討会報告書の目次
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個人事業者等の
危険有害業務

個人事業者等の
危険有害業務以外の業務

有害業務に伴う
健康障害の防止

危険の防止
過重労働､メンタルヘルス等の

健康管理対策

措
置
の
主
体

事業者

※ 事業者（労働者を使
用する者）の事業場で
行われる作業に伴うリ
スクへの対応

個人事業者等

注文者

※ 注文者（仕事を他人
に請け負わせる者）が
注文した作業に伴うリ
スクへの対応

注文者以外の災害リ
スクを発生させる者
（機械リース業者等）

個人事業者検討会の報告結果を踏まえた検討状況

論点３ 危険有害作業以
外の個人事業者等対策
（過重労働、メンタルヘ
ルス、健康管理等）

【対応済】

論点２ 危険有害作業に係る個人
事業者等の災害を防止するため
の対策②（事業者による対策）

【対応済】

論点１ 危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止
するための対策①（個人事業者自身、注文者等による
対策）

● 個人事業者等の業務上の災害の把握方法等

● 個人事業者自身による措置のあり方

● 注文者（発注者）による措置のあり方

● 発注者以外の災害リスクを生み出す者等による措置
のあり方

最高裁判決対応

【対応済】

11

令和６年５月に
「個人事業者等の健康管理
に関するガイドライン」

を策定



労働政策審議会 安全衛生分科会における検討の進め方（R6.4月～）

論点１ 危険有害作業に係る個人事業者等の災害を防止するため
の対策①（個人事業者自身、注文者等による対策）

● 個人事業者等の業務上の災害の把握方法等

● 個人事業者自身による措置のあり方

● 注文者（発注者）による措置のあり方

● 発注者以外の災害リスクを生み出す者等による措置のあり方

【各論①】
個人事業者等自身でコ

ントロール可能な災害リ
スクへの対策

【総論①】
労働安全衛生法上の「個人事業者等」

の範囲

【総論②】
労働安全衛生法で「個人事業者等」を

保護し、又は規制するに当たっての考え方

【各論②】
個人事業者等自身でコ

ントロール不可能な災害
リスクへの対策

【各論③】
その他（【各論①】、

【各論②】の実行性を高
めるための取組等）

安衛法上どのように「個人事業者等」
を位置付けるのか

措置主体に応じて具体的内容
を検討してはどうか
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• 労働者を使用しない。
• 法人、非法人（個人）かは問わない。
• 請負契約や業務委託契約のような契約の有無は問わない（＝農家、芸術家なども含む）。

① 個人事業者

• 個人事業者や労働者が行うのと類似の作業を自ら行う中小事業の事業主や役員。

※ 中小事業の範囲は、業務上災害の実態や他の労働基準関係法令での取扱いを踏まえて定めることとする

② 中小事業の事業主及び役員

【総論①】 労働安全衛生法上の「個人事業者等」の範囲

13

○ 中小事業の定義は、労災保険制度において、特別加入を
認める中小事業主の範囲との整合性を踏まえ、業種に応
じ、常時使用する労働者数が右表に定める数以下の事業と
することとしてはどうか。

対
応
案

業 種 労働者数

金 融 業
保 険 業
不 動 産 業
小 売 業

５０人

卸 売 業
サービス業

１００人

上記以外の業種 ３００人

中小事業の業種及び規模

○ 労働安全衛生法において保護対象や義務主体とする「個人事業者等」の範囲は以
下のとおりとしてはどうか。

対
応
案



【総論②】 労働安全衛生法で「個人事業者等」を保護し、又は規制す
るに当たっての考え方

事業者や注文者、建築物や機械等の貸与者に個人事業者等の保護の観点から措置を求める場合

個人事業者等自身に措置を求める場合

個人事業者等自身や事業者、注文者、建築物や機械等の貸与者に措置を求めることが困難な場合

○ 労働安全衛生法が労働者の安全や健康の確保を通じた労働者保護を主目的とし
ていることを踏まえれば、個人事業者等自身に措置を求めるのは労働者と同じ場
所で就業する場合とすることが適当ではないか。

対応案

○ 労働安全衛生法が労働者保護を主目的としていることを踏まえれば、個人事業
者等が労働者と同じ場所で就業する場合には、事業者や注文者、建築物や機械等
の貸与者に個人事業者等の保護の観点から措置を求めることが適当ではないか。

○ 個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合であっても、注文した仕
事に係る作業場所や作業方法から生ずる災害リスクへの対応については、安衛法
の既存の枠組み（発注者、注文者対策）の活用が可能なものもあるため、これを
活用することとしてはどうか。

対応案

○ 法令に基づく措置が困難な場合であっても、個人事業者等の危険や健康障害を
防止する観点から、ガイドライン等により関係者に措置を求めることとしてはど
うか。

対応案
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機械等や危
険有害作業
に起因する
災害要因 災

害
リ
ス
ク

機械等や危
険有害作業
に起因する
災害要因 災

害
リ
ス
ク

【各論①】個人事業者等自身でコントロール可能な災害リスクへの対策

事業者が講ずる措置についての考え方（現行法）

基本的な考え方（イメージ図）

個人事業者等に新たに義務付ける措置の考え方

災
害
リ
ス
ク

災
害
リ
ス
ク

個
人
事
業
者
等

周
囲
で
作
業
す
る
労
働
者

検査等 特別教育等

検査等

特別教育等

機
械
等
を
使
用
す
る
作
業
、

危
険
有
害
作
業
を
行
う
労
働
者

災
害
リ
ス
ク

災
害
リ
ス
ク

周
囲
で
作
業
す
る
労
働
者

機
械
等
を
使
用
す
る
作
業
、

危
険
有
害
作
業
を
行
う
個
人
事
業
者
等

事業者

事業者は、「機械等を使用する作業、危険有害作業を
行う労働者」だけでなく、「周囲で作業する労働者」
も同様に保護する観点から機械の使用禁止等の措置を
実施

「周囲で作業する労働者」も同様に保護する観点から、
個人事業者等は、事業者に義務付られている措置と同
一の範囲の措置を講ずる必要があるのではないか
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【各論②】個人事業者等自身でコントロール不可能な災害リスクへの対策
－注文者（発注者）による措置の在り方－

16

○ 建設工事以外の注文者にも工期等について配慮を求めることが必要であること
から、同条の条文が建設業に限らず全ての注文者が対象である旨を規定上も明確
にしてはどうか。

○ 無理な工期・納期の設定や当初予定していなかった条件の注文後の付与等は安
衛法第３条第３項の趣旨にそぐわないものである旨はガイドライン等で明確にし
てはどうか。

○ 安衛法第３条第３項は、全ての注文者が対象であり、注文した仕事を直接請け
負った請負人が行う場合に限らず、数次請負契約によって行われる場合について
も、注文した仕事について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある
条件を付さないように配慮しなければならない趣旨である旨をガイドライン等で
明確にしてはどうか。

○ 注文した仕事の安全衛生の確保を図る上で、注文者による対応に加え、適切な作
業環境の確保や作業内容、作業条件等をあらかじめ明確にしておくなど、注文に
当たって安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよう
にするために注文者が作業場所を管理する者等に対して求めることが必要な措置
の内容等をガイドライン等で示し､関係者に周知・啓発を図ることとしてはどうか。

対応案

ア 注文者の責務の範囲の明確化

第 ３ 条 （１、２略）
３ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行

をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

参照条文－労働安全衛生法（事業者等の責務）



○ 業種や仕事の枠にかかわらず、「一の場所」で行われる混在作業に着目し、混在作業場所を管理する
者に一定の措置を求める枠組みを新たに創設

事業者

≪現行≫

建設業等以外の業種の混在作業場所における連絡調整のイメージ

混在作業 出入り業者
（運送業等）

事業者による
安全衛生管理の対象外

≪見直し後≫

「一の場所」における混在作業に対応

現行規制

新たな枠組

事業場における
労働災害防止のための安全衛生管理

事業者

混在作業 出入り業者
（運送業等）

現行規制

事業場における
労働災害防止のための安全衛生管理
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プラットフォーマー等仕組みを提供する者による措置のイメージ

プラットフォーマー

下請事業者

配達員① 配達員② 配達員③

例）プラットフォーマーによる業務支援等の例

業務委託

業務委託等の状況 プラットフォーマーの位置付け

配達員①
プラットフォーマーから直接業務委託を受けている
プラットフォーマーが提供するアプリ等による業務支援等を受けている

注文者

配達員②
プラットフォーマーから業務委託を受けた下請事業者から業務委託を受けている
プラットフォーマーが提供するアプリ等による業務支援等を受けている（契約関係なし）

注文者

配達員③
プラットフォーマーが提供する場でマッチングした荷主から業務委託を受けている
プラットフォーマーが提供するアプリ等による業務支援等を受けている（契約関係なし）

注文者に該当しない

業務委託 業務委託

業務委託
アプリ等による
業務支援等

アプリ等による
業務支援等

荷主

マッチング
の場の提供

アプリ等による
業務支援等

【荷の配送業務の流れ】

※ プラットフォーマーが具体的に配慮すべき事項は、業務委託の内容や業務支援等の内容が作業上の安全衛生に及ぼす影響の程
度によって異なるため、ガイドライン等により明確にする。（前回提出資料１ スライド№６参照）
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個人事業者等の業務上災害報告制度に係るイメージ図

※ 災害発生場所において個人事業者等が労働者と同じ場所で就業していた場合に限る。
また、個人事業者等が中小企業経営者や役員の場合は、所属企業が報告主体となる。

死亡した場
合や入院中
などにより
災害発生の
事実を伝達
することが
困難な場合

監

督

署

休業４日未満
等報告義務対
象外の災害

個人事業者等が特定注文者に報告、その内
容を踏まえて、特定注文者が監督署に報告

特定注文者が存在しない場合は、個人事業
者等が災害発生場所管理事業者に報告、そ
の内容を踏まえて、災害発生場所管理事業
者が監督署に報告

特定注文者、災害発生場所管理事業者のい
ずれも存在しない場合は、個人事業者等自
らが監督署に情報提供

特定注文者が把握した場合に報告

特定注文者が存在しない場合は、災害発生
場所管理事業者が把握した場合に報告

特定注文者、災害発生場所管理事業者のい
ずれも存在しない場合は、報告義務対象外

※ 個人事業者等が加入している関係団
体等による情報提供は可能

休業４日未満等報告義務対象外の災害は、
個人事業者や個人事業者が加入している団
体等が情報提供可能

休
業
４
日
以
上
の
死
傷
災
害

災害発生の
事実を伝達
することが
可能な場合

報告義務
(罰則なし)

情報提供

※

被災程度
個人事業者等
（被災者）

特定注文者
災害発生場所
管理事業者

考え方
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2021年4月1日

個人事業者等の健康管理に関する

ガイドラインについて



１ 趣旨・適用

21

本ガイドラインは、労働者と同じ場所で就業する者や、労働者とは異なる場所で就業する場合で

あっても、労働者が行うのと類似の作業を行う者については、労働者であるか否かにかかわらず、労

働者と同じ安全衛生水準を享受すべきであるという基本的な考え方のもと、事業を行う者のうち労働

者を使用しないもの及び中小企業の事業主若しくは役員（以下「個人事業者等」という。）が健康に

就業するために、

• 個人事業者等が自身で行うべき事項

• 個人事業者等に仕事を注文する注文者又は注文者ではないものの、個人事業者等が受注した仕

事に関し、個人事業者等が契約内容を履行する上で指示、調整等を要するものについて必要な

干渉を行う者（以下「注文者等」という。）が行うべき事項や配慮すべき事項

等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促すもの。

＜業種・職種の実情や商慣習に応じた対応＞

⚫ 各業種・職種の注文者等や個人事業者等の団体、仲介業者等が、このガイドラインを参考に、そ

れぞれの業種・職種の実情や商慣習に応じた業種・職種別のガイドラインを必要に応じて策定す

ることを推奨。

＜「労働者」に該当する場合の留意点＞

⚫ 労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づ

いて、「労働者」であるかどうかが判断されることになる。労働基準法上の「労働者」に該当す

ると判断された場合には、本ガイドラインによらず、「労働者」として、労働安全衛生法等の労

働関係法令が適用されることに留意。



２ 個人事業者等の健康管理の基本的な考え方と各主体の取組

22

＜個人事業者等＞

⚫ 個人事業者等として事業を行う上では、自らの心身の健康に配慮することが重要であり、各種支援

を活用しつつ自らで健康管理を行うことが基本。

＜注文者等＞

⚫ 個人事業者等が、注文を受けて仕事を行う場合には、注文者等による注文条件等が個人事業者等の

心身の健康に影響を及ぼす可能性もあることから、その影響の程度に応じて、注文者等が必要な措置

を講じることが重要。

⚫ 個人事業者等が健康に就業することは、当該個人事業者等と継続的に業務を行う注文者等にとって

は、事業継続の観点からも望ましい。

＜団体等＞

⚫ 個人事業者等や注文者等が加入する業種・職種別の団体や仲介業者等には、個人事業者等及び注文

者等がこれらの取組を円滑に実施することができるよう、必要な支援を行うことが期待される。

＜国＞

⚫ 国は、本ガイドラインに基づく取組について、個人事業者等、注文者等のほか、各業種・職種の注

文者等や個人事業者等の団体、仲介業者等に対して周知啓発するとともに、個人事業者等の健康管理

を支援するための取組（個人事業者等の健康管理に活用できるツールの提供、労災保険に特別加入し

ている個人事業者等に対する産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターによる支援、団体

等に対する情報提供等）を行うこととし、これらの内容について厚生労働省ホームページ等で一覧的

に掲載し、随時、更新していく。
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個人事業者等が各種支援を活用しながら実施すべき事項

⚫ 健康管理に関する意識向上

⚫ 危険有害業務による健康障害リスクの理解

⚫ 定期的な健康診断の受診による健康管理

⚫ 長時間の就業による健康障害の防止

⚫ メンタルヘルス不調の予防

⚫ 腰痛の防止

⚫ 情報機器作業における労働衛生管理

⚫ 適切な作業環境の確保

⚫ 注文者等が実施する健康障害防止措置への協力l

注文者等が実施すべき事項

⚫ 長時間の就業による健康障害の防止

※ 注文状検討の配慮、注文状検討により長時間就業となり疲労が蓄積した個人事業者か

ら求めがあった場合における医師の面談機会の提供

⚫ メンタルヘルス不調の予防

⚫ 安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等

⚫ 健康診断の受診に要する費用の配慮

⚫ 作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保



３ 個人事業者等が自身で実施する事項
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（１）健康管理に関する意識の向上

（２）危険有害業務による健康障害リスクの理解

• 健康に影響を及ぼすおそれのある危険有害業務に従事する場合には、あらかじめ当該業務による
健康障害リスクや健康障害を防止するために必要な対策についての知識を得ておくこと。

• 当該業務に関係する安全衛生教育（労働者であれば特別教育が必要な業務については当該特別教
育を含む。）を受講するとともに、請け負った危険有害業務による健康障害リスクや健康障害防止
対策に関する情報の提供を注文者等に対して求めることが重要。

• 心身の健康に配慮した働き方、生活習慣の改善等についての知識を深め、心身の健康の保持増進
に努めること。

• 加入している医療保険者や自治体が行うセミナーのほか、労災保険に特別加入している者につい
ては産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターを活用することも一つの方法。また、事
業者が雇用する労働者の健康確保のために実施している事項を参考とすることも有効な方法。

個人事業者等は、１及び２を踏まえ、利用可能な各種支援を活用しながら、次の事項を実施すること。



３ 個人事業者等が自身で実施する事項
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（３）定期的な健康診断の受診による健康管理

• 事業者に常時使用される労働者であれば、事業者が実施する労働安全衛生法の一般健康診断を受
診する必要があることを参考にして、１年に１回、健康診断を受診すること。40歳から74歳の者に
ついては加入している医療保険者が行う特定健康診査を受診することができることに留意。

• 健康診断において異常の所見が認められた場合には、精密検査を受けたり、医療機関を受診する
とともに、仕事のペースの見直しなど業務による健康障害を防止するために必要な措置を講じるこ
とが重要。

• 医療保険者が行う特定保健指導等を積極的に活用し、健康を保持するために必要な生活上の取組
について指導を受けることも重要。

• 労働者であれば受診する必要がある労働安全衛生法第66条第２項に基づく健康診断、同条第３項
に基づく歯科健康診断の対象となる有害業務に常時従事する場合又はじん肺法に基づくじん肺健康
診断の対象となる粉じん作業に常時従事する場合は、これらの健康診断と同様の頻度で、同様の検
査項目による健康診断を受けること。

• 化学物質取扱作業に関する仕事を請け負った場合には、取り扱う化学物質に関する情報や注文者
等が実施したリスクアセスメントの結果、注文者等が自らが雇用する労働者に対してリスクアセス
メント対象物健康診断を実施する場合はその検査項目や頻度に関する情報を入手するように努め、
入手したリスクアセスメントの結果から当該業務による健康障害リスクが許容される範囲を超える
と判断されるときは、健康診断を受けること。

• 異常の所見が認められた場合には、精密検査を受けたり、医療機関を受診するとともに、仕事の
ペースの見直しなど当該業務による健康障害を防止するために必要な措置を講じることが重要。



（参考）安衛法に基づく一般定期健康診断の項目と関係する疾患等

26

健診項目 健診の目的(関係する疾患等)
「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」報告書（平成28年）より作成

規定された時期

既往歴及び業務歴の調査 適確な疾病情報等の把握、増悪防止 等 昭和47年

自覚症状及び他覚症状
の有無の検査

適確な疾病情報等の把握、増悪防止 等 昭和47年

身長、体重、腹囲の検査 ・脳・心臓疾患の危険因子の１つ 等
昭和47年

（腹囲のみ平成19年）

視力の検査
・視機能の評価
・業務起因性の視力障害・視機能変化の早期把握

昭和47年

聴力の検査
・聴機能の評価
・業務起因性の聴力障害・聴機能変化の早期把握

昭和47年

胸部エックス線検査
及び喀痰検査

・呼吸器疾患等の一般的なスクリーニング、結核感染の把握
・結核感染の早期把握

昭和47年

血圧の測定 虚血性心疾患、脳血管疾患の危険因子の１つ、血圧の状態の若年からの定期的把握 等 昭和47年

貧血検査 高齢期に増加する貧血、食行動の偏りによる貧血の把握 等 平成元年

肝機能検査 肝機能障害の早期把握、増悪防止 等 平成元年

血中脂質検査 虚血性心疾患、脳血管疾患等のハイリスク者スクリーニング 等 平成元年

血糖検査 脳・心臓疾患の危険因子の１つ 等 平成10年

尿検査
・脳・心臓疾患の危険因子の１つ
・腎不全の把握 等

昭和47年

心電図検査 意識消失を伴う不整脈、虚血性心疾患、高血圧に伴う心臓の異常等の把握 等 平成元年

※健診の項目は労働安全衛生法に基づく省令で規定されており、専門家による検討を行った上で、
公労使からなる労働政策審議会における答申を得て、省令改正を行っている。

労働者の場合、安衛法に基づき、業務が原因で、労働者が疾病にかかったり、疾病が悪化することを
防ぐため、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に、年１回、健康診断を実施することを罰則付き
で義務付けている（費用は全額事業者負担。労働者にも受診義務あり）。

一般定期健診と特定健康診査

○ 40歳から74歳の方は加入している
医療保険者が行う特定健康診査を毎
年受診することが可能です。

○ 特定健康診査は、メタボリックシ
ンドロームの予防を目的としている
ため、一般健診と異なり、「視力」、
「聴力」、「胸部X線」などの検査
項目はありません。

○ 特定健康診査を定期的に受けてい
ただければ問題ありませんが、これ
らの項目が気になる場合には、医療
機関等への相談をご検討ください。



（参考）労働安全衛生法に基づく特殊健康診断

・屋内作業場における有機溶剤業務に常時従事する労働者（有機則第29条）

・鉛業務に常時従事する労働者（鉛則第53条）

・四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者（四アルキル鉛則第22条）

・特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に
従事した在籍労働者（一部の物質に係る業務に限る）（特化則第39条）

・高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者（高圧則第38条）

・放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者（電離則第56条）

・除染等業務に常時従事する除染等業務従事者（除染則第20条）

・石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労
働者及び過去に従事したことのある在籍労働者（石綿則第40条）

労働者の場合、安衛法に基づき、次の有害な業務に常
時従事する者に対し、原則として、雇入れ時、配置替え
の際及び６月以内ごとに１回（じん肺健診は管理区分に
応じて１～３年以内ごとに１回）、それぞれ特別の健康
診断を実施することが事業者に義務付けられている。

特殊健診の種類ごとに検査項目は異
なりますので、業務内容に応じた項目
を含む健康診断を受診してください。



３ 個人事業者等が自身で実施する事項
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（４）長時間の就業による健康障害の防止

• 自らの就業時間を把握して長時間になりすぎないようにすることが重要。一般の労働者に適用さ
れる時間外労働時間の上限規制を参考にして、就業時間を調整することが望ましい。

• 睡眠・休養の確保も含めた体調管理を行うこと。就業時間、睡眠時間を含めた日々の健康情報を
管理するツールとしては、厚生労働省がインターネット上で無料配布している「マルチジョブ健康
管理ツール」を活用するのも一つの方法。

（参考）一般の労働者の労働時間の上限

・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、「２か月平均」「３か月平均」「４か月平均」「５か月平均「６か月平均」が全て

１か月当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは１年で６か月が限度

• 長時間の就業によって疲労の蓄積を感じる場合は、長時間労働者に対する面接指導制度を参考に、
医療機関への受診、医療保険者や自治体が実施している健康相談等を活用するとともに、仕事の
ペースの見直しなど業務による健康障害を防止するために必要な措置を講じることが重要。なお、
労災保険に特別加入している個人事業者等については、産業保健総合支援センター及び地域産業保
健センターを利用することも一つの方法。

• 疲労の蓄積の度合いについては、厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここ
ろの耳」（以下単に「こころの耳 」という。）に掲載している「疲労蓄積度セルフチェック」を活
用して確認することもできる。



（参考）長時間労働者等に対する面接指導制度 労働安全衛生法第66条の8及び第66条の9

労働者の場合、安衛法に基づき、過重労働による健康障害の発症を予防するため、長時間の時間外・休日労
働※１等をしている労働者に対して、医師による面接指導を行うことが事業者に義務付けられている。

①労働時間の状況の把握※２

②労働時間の通知及び面接指導受診指示
⑤事後措置※３

※１ 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその労働。
※２ 高度プロフェッショナル制度適用者は健康管理時間の把握。
※３ 事業者は、面接指導の結果を踏まえて、就業場所の変更、作業の転換等の必要な事後措置を行う。

④事後措置に関する
意見

③面接指導の実施

事 業 者 医

師

（
産
業
医
、
地
域
産
業
保
健

セ
ン
タ
ー
等
）

① 義務：月80時間超の
時間外・休日労働を
行い、疲労蓄積があ
り面接を申出た者

② 努力義務：事業主が
自主的に定めた基準
に該当する者

労働者（裁量労働制、
管理監督者含む）

① 義務：月100時間超
の時間外・休日労働
を行った者

② 義務：月80時間超の
時間外・休日労働を
行い、疲労蓄積があ
り面接を申出た者

③ 努力義務：事業主が
自主的に定めた基準
に該当する者

研究開発業務従事者

① 義務：1週間当たりの
健康管理時間が40時
間を超えた時間につ
いて月100時間超
行った者

② 努力義務：①の対象
者以外で面接を申出
た者

高度プロフェッショナ
ル制度適用者

労働者とは異なり、フリーランス
の場合は、「マルチジョブ健康管
理ツール」（無料アプリ）などを用
いて、自らの就業時間を管理



３ 個人事業者等が自身で実施する事項
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（５）メンタルヘルス不調の予防

• ストレス要因に対するストレス反応や心の健康について理解するとともに、メンタルヘルスにつ
いて日頃からセルフケアに努めること。「こころの耳」の「フリーランスの方のメンタルヘルスケ
ア」「eラーニングで学ぶ15分でわかるセルフケア 」を活用することもその一つの方法。

• 労働者に対するストレスチェック制度を参考にして、自身のストレスの状況を把握できるツール
（「こころの耳」に掲載している「ストレスセルフチェック 」や「マルチジョブ健康管理ツール」
におけるストレスチェック機能もその一つ）を活用して、定期的に、ストレスの状況を自身で確認
することが重要。

• ストレスを自身で確認した結果、ストレスが高いと思われる場合は、労働者に対するストレス
チェック制度を参考に、医療機関への受診や医療保険者や自治体が実施している健康相談等を活用
するとともに、仕事のペースの見直しなど業務によるメンタルヘルス不調を防止するために必要な
措置を講じることが重要。労災保険に特別加入している個人事業者等については、産業保健総合支
援センター及び地域産業保健センターを利用することも一つの方法。



（一次予防）
メンタルヘルス不調の未然防止

（二次予防）
メンタルヘルス不調の

早期発見と適切な対応

（三次予防）
職場復帰支援

○ 衛生委員会等での調査審議 ○ 心の健康づくり計画の策定

○職場復帰支援プログラ
ムの策定、実施

○主治医との連携 等

○労働者のストレスマネジメントの向上
・教育研修、情報提供 ・セルフケア 等

○職場環境等の把握と改善
・過重労働による健康障害防止
・ラインケア、パワハラ対策 等

○上司、産業保健スタッ
フ等による相談対応、
早期発見と適切な対応
等

体
制
整
備

具
体
的
取
組

ストレスチェック等により未然防止の取組を強化

○ ストレスチェック制度

○職場におけるメンタルヘルス対策は、3本の柱からなる。

（一次予防） メンタルヘルス不調の未然防止
（二次予防） メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応
（三次予防） 職場復帰支援

○ストレスチェック制度は、ストレスの状態を把握することでメンタルヘルス不調を未然に防止するこ
とを目的としており、一次予防のための仕組みと位置づけられる

（参考）メンタルヘルス対策の体系 と ストレスチェック



＜一次予防としてのストレスチェック制度の仕組み＞

個人へのアプローチ

○個人のストレスの状況を本人に通知し、ストレスへの気付きを促すと
ともに、必要に応じてアドバイスを行い、セルフケアのきっかけとする
ことにより、自らの取組としてストレスの軽減を図る

○高ストレス者に対して、面接指導を行い、その結果に基づいて就業上
の措置（労働時間の削減、業務負担の軽減など）を行うことにより、仕
事によるストレスの軽減を図る

集団へのアプローチ

○個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計することで、職場単位
のストレスの状況とその要因を把握・分析し、職場環境の改善を進め
ることにより、職場におけるストレスの軽減を図る

（参考）ストレスチェック制度における２つのアプローチ

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
未
然
防
止
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フリーランスの場合、「集団へのアプロー
チ」はありませんが、ストレスチェックを通じ
て把握した「気づき」をもとに、医療機関の
受診や自治体の健康相談等も活用し、働き
方を見直しましょう。



総合的な情報提供

（参考）働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

相談窓口

○ メンタルヘルスに
関する基礎知識

○ 事業場の取組事例

○ 専門の相談機関や
医療機関

○ 各種支援・助成制度

○ 統計情報

○ 関係行政機関の情報

など

33

○ 電話相談

○ SNS相談

○ メール相談



３ 個人事業者等が自身で実施する事項
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（７）情報機器作業における労働衛生管理

• パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編
集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業に従事するときは、「情報機器作業における労働衛生管理のため
のガイドライン」を参考にして、作業場所の明るさやディスプレイ・入力機器の選択・調整、作業台や作業姿勢の
調整、作業時間の調整、定期的に情報機器作業に関する健康診断を受けるなどが重要。

（８）適切な作業環境の確保

• 自らが作業環境を管理できる場所（自宅を含む。）で仕事をするときは、その場所の作業環境が適切なものとな
るようにすること。

• 事務作業であれば、事務作業に従事する労働者が主として使用する事務所の衛生基準を定めた事務所衛生基準規
則を参考にして、適切な気積の確保、換気の実施、適切な温度の維持、適切な照度の確保等、適切な作業環境を確
保することが重要。適切な作業環境の確保に当たっては、テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイド
ラインの別紙２「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト（労働者用）」
が参考になること。

• 例えば、塗装作業における有機溶剤のほか、労働安全衛生法に基づくリスクアセスメント対象物である化学物質
を取り扱う場合は、化学物質へのばく露が最小限となるように作業環境を整えることが重要。

（９）注文者等が実施する健康障害防止措置への協力

• 労働安全衛生法令に基づき、注文者から作業方法や保護具等に関する必要な措置について周知されたときは、周
知された事項を遵守すること。

• 個人事業者等本人を含め作業現場にいる作業者の健康障害を防止する観点から、注文者等が作業現場における安
全衛生上の規律を定めるなどの措置を講じる場合は、個人事業者等はこれに協力すること。

（６）腰痛の防止

• 長時間の座り作業や運転に従事するときは、「職場における腰痛予防対策指針」を参考にして、適切な作業姿勢、
椅子等の調整、適切な休憩をとるなどが重要。



（参考）テレワークガイドラインの策定

35

これからのテレワークでの働き方に関する検討会（2020年8月から５回開催）

・安全衛生に配慮したテレワークの推進に必要な事項をチェックリストなどを用いて
分かりやすく整理

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の策定（2021年3月）



（参考）テレワークガイドラインの概要（労働者用チェックリスト）

《 自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】 》

○ テレワークを行う自宅等の作業環境の状況を労働者自らが確認できるよう、チェックリス
ト（労働者用）を用いて分かりやすく整理し、その結果をもとに労使が協力して作業環境の
改善等を図る。

36

自宅などで作業する場合には、
チェックリストを参考に適切な
作業環境となっているか確認し、
問題がある場合には早めに改善
しましょう。



自宅等でテレワークを行う際の作業環境 － 好ましい作業環境の要件 －

37



労働安全衛生上の課題と現在の取組状況

• テレワーク導入率は70％。中小企業や幅広い業種にまで拡大
• 企業側が認識するテレワーク従業員の2大健康課題はコミュニケーション低下」と「運動不足」

38

③介入策の検討と好事例の収集

①上場企業におけるテレワークの状況

• テレワークが多い人ほど身体活動量が少なく座位行動が多く、脂質代
謝指標が不良であることが示唆

• 高頻度のテレワークは身体活動量の低下や勤務環境の不良を介して体
力低下や痛みの増加をもたらしている可能性が示唆

②テレワークの身体への影響

• 身体活動促進を目的とする介入調査を実施中
• 安全衛生に配慮したテレワークの推進に資する実践的なガイドを取りまとめ予定（2024年度中）

《テレワークの本格的導入により懸念される課題》

○テレワーク常態化による筋骨格系への影響や生活習慣病リスク増大の懸念

○上記を踏まえ、安全衛生に配慮したテレワークを実施するために必要な事業者等による具
体的介入策を明らかにする必要性

《2022年度より、上記課題を踏まえた介入研究を実施中》

常態的テレワーカーの方が身
体活動量が１日あたり4,000

歩少ない

• 通勤の負担がなくなり疲労が
軽減

• 家族の会話や自由時間が増え、
ワークライフバランスが向上

• 規則正しい生活習慣



４ 注文者等が実施する事項
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（１）長時間の就業による健康障害の防止

注文者等は、１及び２を踏まえ、次の（１）から（５）に掲げる事項を実施すること。

• 仲介業者やプラットフォーマーも、個人事業者等に仕事を注文する場合は注文者に該当する。

• 仲介業者やプラットフォーマーからは個人事業者等に仕事を注文しないが、個人事業者等が受注した仕事に関し、
個人事業者等が契約内容を履行する上で指示、調整等を要するものについて必要な干渉を行う場合は、当該仲介業者
やプラットフォーマーは注文者等として、当該仕事の注文者と連携して、１及び２を踏まえ、次の（１）から（５）
に掲げる事項を実施すること。

• 個人事業者等が注文者等に対して次の（１）から（５）に掲げる事項の実施を要請したことを理由として、個人事
業者等との契約の途中解除や契約更新の拒否など、当該個人事業者等に対する不利益な取扱いをしてはならない。

• なお、次の（１）から（５）に掲げる事項については、注文者等が事業として個人事業者等に仕事を注文し、又は
個人事業者等の契約内容の履行に対して必要な干渉を行う場合を念頭に置いたものであるが、注文者等が一般消費者
である場合についても、その注文や干渉が個人事業者等の健康に影響を及ぼす可能性があることに変わりはないため、
その旨を十分に理解した上で、注文等を行うことが重要である。

• 注文条件等によって仕事を受ける個人事業者等の就業時間が長時間になりすぎないよう配慮すること 。これには、
次のような配慮が含まれる。

• 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
• 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
• 長時間就業が余儀なくされるような短納期での大量発注を抑制すること。
• 発注の平準化、発注内容の明確化など発注方法の改善を図ること。
• 個人事業者等の就業時間や日々の業務量を特定する場合には、当該就業時間や日々の業務量が過密になるこ

と、作業までの個人事業者等の待ち時間が長時間に及ぶことを抑制すること。



４ 注文者等が実施する事項
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（１）長時間の就業による健康障害の防止（続き）

• 以下のケースのように、注文者等による注文条件等によって個人事業者等の就業時間や日々の業務量が注文者等
の側で特定される場合は、そのことにより、就業時間が長時間になり、疲労の蓄積が認められる個人事業者等から
求めがあったときは、長時間労働者に対する面接指導制度を参考にして、当該個人事業者等に対して医師による面
談を受ける機会を提供すること。

（参考）個人事業者等の就業時間や日々の業務量が特定されるケースの例

① 注文者等が１日に配送すべき荷物量を指定するなど、注文者等が、日々の業務量を具体的に管理・指定しているような
ケース

② 映画の撮影現場のように、個人事業者等の側で業務量が業務時間を自由にコントロールできないようなケース

③ 個人事業者等が、注文者等の事業場に常駐して注文者等の労働者や他の個人事業者等と共同で一つのプロジェクトに従事
するなど、個人事業者等の側で業務時間を自由にコントロールできないようなケース

• 「機会を提供する」とは、面談を行う医師の紹介、医師による面談を受けるために注文条件等により注文者等の
側で特定している就業時間の変更が含まれる。

• この場合の個人事業者等からの医師による面談の求めは、注文者等による注文条件等で個人事業者等の就業時間
や日々の業務量が特定されていることに起因して、当該個人事業者等の就業時間が長時間になり、疲労が蓄積した
ことによるものであるから、医師による面談に要する経費は、発注した仕事に必要な経費として、注文者等で負担
することが望ましい。

• 「長時間」については、長時間労働者に対する面接指導制度において労働時間（休憩時間は含まない）が週40時
間を超えた場合におけるその超えた時間が１月当たり80時間を超えた者を対象としていることを参考にするのが良
いが、本ガイドラインは、個人事業者等の日々の就業時間を把握することを注文者等に求めるものではない。同時
に、個人事業者等から医師による面談の求めがあった場合に、注文者等として個人事業者等の就業実態を具体的に
確認することを妨げるものでもない。

個人事業者等から医師による面談の求めがあった場合に、個人事業者等の疲労の蓄積の程度を注文者等が確認し
たいときは、個人事業者等から同意を得て、「疲労蓄積度セルフチェック」の結果その他の疲労の蓄積の程度に関
する情報を入手することが考えられる。
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（１）長時間の就業による健康障害の防止（続き）

• 個人事業者等から、医師による面談の結果をもとに、注文者等による注文条件等によって特定されている就業時
間や日々の業務量について変更を求められた場合は、必要な配慮をするように努めること。この場合において、注
文者等が、必要な配慮を検討する上で必要な範囲で、個人事業者等から同意を得て、医師による面談の結果を取得
することは考えられる。

• 上記の場合のほか、注文者等による注文等の条件に起因して個人事業者等の就業時間が長時間になってしまった
場合などで、個人事業者等から健康確保に関する相談を受けた場合は、相談に応じ、必要な配慮を行うように努め
ること。

• 注文者等は、個人事業者等から取得した疲労蓄積度セルフチェックの結果その他の疲労の蓄積の程度に関する情
報、医師による面談の結果、個人事業者等からの健康確保に関する相談内容について情報管理を徹底するとともに、
必要な配慮の検討以外の目的に利用してはならない。また、これらの情報を基に個人事業者等に対して不利益な取
扱いをしてはならない。 等

（２）メンタルヘルス不調の予防

• メンタルヘルスの不調を予防する観点からも、上記（１）の事項を実施すること。

• 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第14条では、同法第２条第６項に規定する特定業務委託事業
者は同条第２項に規定する特定業務受託従事者対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの
措置を講じるよう規定されている。

同法の施行後においては、注文者が特定業務委託事業者であり、個人事業者等が特定業務従事者である場合は、
同法第14条に基づく措置を講じる必要がある。

また、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）第11条
第４項に基づく「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての
指針」等では、個人事業主を含む労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組が規定されている。

これらのハラスメントに関する措置義務や望ましい取組に基づき、個人事業者等のメンタル不調への対応に取り
組むこと。
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（３）安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供等

• 個人事業者等に対して、安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供について配慮する
こと。

• 受講・受診機会の提供については、安全衛生教育を行っている教習機関や健康診断を行っている機関の紹介、契
約から仕事の開始までの間での受講や受診のための時間の確保、注文条件等により特定されている就業時間につい
て受講や受診のための配慮のほか、注文者等が労働者に対して教育を行う際や健康診断を行う際に個人事業者等も
対象に含めて実施することが考えられる。

• 健康診断結果を踏まえた健康管理は個人事業者等が自ら行うものであり、本ガイドラインは、個人事業者等の健
康診断結果の取得を注文者等に求めているものではない。

• 個人事業者等が安全衛生教育・健康診断を適切に受診・受講できるよう、注文者等は、自らも行う仕事の一部を個
人事業者等に注文する場合や個人事業者等に注文する仕事の安全衛生について次の事項を把握している場合は、こ
れらを情報提供すること。

• 危険有害業務の内容、当該業務による健康障害リスクや健康障害防止対策に関する情報
• 危険有害業務を行う際、労働者であれば必要となる特別教育や受講することが望ましい安全衛生教育
• 危険有害業務を常時行う際、労働者であれば必要となる特殊健康診断等や受診することが望ましい健康診断

• リスクアセスメント対象物である化学物質を注文者等の事業場等で労働者と一緒に取り扱う業務を個人事業者等
に注文する場合は、当該業務に係るリスクアセスメントの結果、当該リスクアセスメントの結果に基づき注文者等
が講ずるリスク低減措置（当該注文者等が元方事業者等からリスクアセスメント結果や当該リスクアセスメント結
果に基づくリスク低減措置に関する情報の提供を受けている場合には当該情報を含む。）、リスクアセスメント対
象物健康診断を注文者等が労働者に対して実施する場合にはその検査項目や頻度も情報提供に含めること。

• 個人事業者等が作業を行う場を統括する者（建設工事の元方事業者や製造工場の事業者など）は、個人事業者等
が作業場に入場する際等に、業務に関連して必要となる安全衛生教育や特殊健康診断等の受講・受診の有無を確認
することなどにより、その受講・受診の促進を図ることが望ましい。当該確認については、場を統括する者が直接
行う方法以外にも、協力会社などに委任する方法も考えられる。 等
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【特殊健康診断等の受診に要する費用】
• 労働安全衛生法第３条第３項においては、仕事を他人に請け負わせる者は、「安全で衛生的な作業の遂行をそこ

なうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」旨が定められており、これには請負金額の費目
等が含まれることを踏まえ、注文者は、労働者であれば特殊健康診断等が必要となる危険有害業務を個人事業者等
に注文する場合には、個人事業者等が特殊健康診断等と同様の検査を受診するのに要する費用の全部又は一部を負
担するよう配慮すること。
• 個人事業者等が特定の一者の注文者からのみ注文を受けて、労働者であれば、特殊健康診断等が必要な業務

を常時行っている場合で、当該注文に係る仕事の契約期間が６月以上である場合（６月未満の契約を繰り返し
て締結し、各々の契約期間の終期と始期の間の短時日の間隔を含めて通算することで６月以上となっている場
合を含む。）には、当該期間において個人事業者等が特殊健康診断等と同様の検査を受診するのに要する費用
の全額を当該注文者が負担すること。

• 個人事業者等が特定の一者の注文者から受注した仕事の契約期間が上記のように通算して６月以上とはなら
ない場合であっても、個人事業者等が一又は複数の注文者から注文を受けて、労働者であれば、特殊健康診断
等が必要な業務を常時行っている場合は、例えば、個人事業者等としては、特殊健康診断等を受診するための
費用を日単位に分割しておき、これに注文を受けた仕事に要した実働日を乗じた額をそれぞれの注文者に請求
することも考えられるが、個人事業者等からこのような請求があった場合には誠実に応じることが望ましい。

【一般健康診断の受診に要する費用】
• 注文者が個人事業者等に注文する際又は注文後において、当該仕事に要する個人事業者等の作業時間が契約期間

で平均して１週間につき40時間程度となることが見込まれ、かつ、期間が１年以上である契約又は一つの契約期間
が１年に満たなくても、更新等により、繰り返し契約を締結し、各々の契約期間の終期と始期の間の短時日の間隔
を含めて通算することで１年以上となる契約である場合には、当該個人事業者等が一般健康診断と同様の検査を受
診するのに要する費用を当該注文者にて負担することが望ましい。

• なお、保険者が行う特定健康診査の対象になる40歳から74歳の個人事業者等は特定健康診査を受診することがで
きるため、注文者等で個人事業者等が一般健康診断と同様の検査を受診するのに要する費用を負担する必要はない。

（４）健康診断の受診に要する費用の配慮
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• 注文する仕事の性質により、個人事業者等の就業場所を注文者等が特定する場合は、当該注文者等は、労働安全
衛生規則及び事務所衛生基準規則を参考にして、当該場所について、気積の確保、換気、室内の温度管理、照度の
確保、便所の設置など作業に適切な環境を確保すること。

• 注文者等が当該場所を管理していない場合においては、当該場所を管理又は貸与する者に、これらの措置が講じ
られていることを確認するとともに、適切な作業環境を確保するための措置がなされていない場合は、就業場所を
変更すること（仕事の性質上可能な場合に限る。）や当該場所を管理又は貸与する者に申し入れて作業環境を改善
することなどの措置を講じることが望ましい。 等

（５）作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

５ 個人事業者等や注文者等の団体等に期待される取組

• 個人事業者等や注文者等が加入する業種・職種別の団体や仲介業者には、個人事業者等及び注文者等が、それぞ
れの立場で上記３及び４の取組を円滑に実施することができるよう、必要な支援を行うことが期待される。

• 本ガイドラインの内容を個人事業者等及び注文者等に周知して、その実施を促すことのほかに、例えば、個人事
業者等に対して、心身に配慮した働き方や生活習慣の改善に関する情報、業務による健康障害リスクや健康障害を
防止するために必要な対策に関する情報、安全衛生教育を行っている教習機関や健康診断実施機関に関する情報を
提供すること、個人事業者等を対象とした安全衛生教育を自ら行うこと、メンタルヘルスを含む健康相談に対応す
ることが考えられる。

• 本ガイドラインを参考に、それぞれの業種・職種の実情や商慣習に応じた具体的内容や追加事項を示した業種・
職種別のガイドラインを必要に応じて策定することが推奨される。なお、業種・職種別のガイドラインの検討に当
たっては、個人事業者等、注文者等の双方の意見を十分に踏まえたものとすることが望ましいこと。



ご静聴ありがとうございました。

関連情報はこちら
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